
光市陸上競技協会規約 

 

第一章  総 則 

第１条 本協会は，光市陸上競技協会といい，事務所を理事長宅におく。 

第２条 本協会は、光市に居住又は活動する陸上競技愛好者で組織する。 

 

第二章  目的及び事業 

第３条 本協会は，光市における陸上競技の総括団体として、陸上競技の普及と振興を図る 

 ことを目的とし，次の事業を行う。 

(1) 陸上競技に関する企画及び指導。 

(2) 山口陸上競技協会に対して，光市を代表して加入。 

(3) 日本陸上競技連盟及びその統括団体の主催あるいは関与する競技会への参加協力。 

(4) 競技会，記録会，講習会等の開催。 

(5) その他本協会の目的を達成するために必要な事業を行う。 

 

第三章  役 員 

第４条 本協会には次の役員を置く 

 (1) 会 長 1 名   (2) 副会長 若干名   (3) 理事長 1 名 

 (4) 理事 若干名   (5) 事務局長 1 名   (6) 監 事 2 名 

第５条 役員の職務は次のとおりとする。 

(1) 会長は本協会を代表し，業務を統括する。 

(2) 副会長は，会長を補佐し，会長事故あるときはこれを代行する。 

(3) 理事長は，理事会の決議に基づき業務を掌理する。 

(4) 理事は，理事会を組織し，重要事項を議決する。 

(5) 事務局長は，本協会の事務全般を処理する。 

(6) 監事は，本協会の財産及び役員の業務執行状況を監査する。 

第６条 前条に定める役員は，理事会において決定し、任期は 2 年とし，重任を妨げない。 

 補欠役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

第７条 本協会に，理事会の議決により，顧問及び参与をおくことができる。顧問及び参与 

 は，重要事項について会長若しくは理事会の諮問に応じる。 

 

第四章  会 議 

第８条 本協会の会議は，役員会（理事会）とし，毎年 1 回会長が召集する。 

 また、会長が必要と認めた時、あるいは理事の過半数から要求のあった時は，臨時会を召 

 集する。 

第９条 役員会（理事会）の議決事項は次のとおりとし，出席者の過半数で決定する。可否 

 同数の時は，会長がこれを決定する。 

(1) 事業計画及び収支予算 

(2) 事業報告及び収支決算 

(3) 規約の改廃及び役員の選任 

(4) その他必要な事項 



 

第五章  加 入 

第１０条  本協会に加入しようとする者は，登録費を納入するものとする。 

 

第六章  会 計 

第１１条  本協会の経費は，登録費，寄付金，事業収入などにより支弁する。 

第１２条  本協会の会計年度は，毎年 4 月 1 日に始まり，翌年 3 月 31 日に終わるものと 

 する。 

 

第七章  統 制 

第１３条  本協会で規約に違反し，統制を乱し，本協会の名誉を傷つけるなどの行為があっ 

 た場合は，理事会の決議で除名などの処分をすることができる。 

 

第八章  附 則 

第１４条  この規約は，理事会において 3 分の 2 以上の同意を得なければ改正できない。 

  本規約は，昭和 34 年 2 月 1 日より改正実施する。 

  本規約は，平成 13 年 3 月 29 日より一部改正実施する。 


